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第１章 基本計画の策定にあたって 

 １ 策定の趣旨と目指す姿 

奈良県の南部・東部地域は、県土の約８割を占め、美しい自然と豊かな歴史文化にあふれ、食料・

木材・水・エネルギーを供給する地域です。また、多様な生態系を持つ自然環境を保全する地域でもあ

ります。これらの地域を支えてきた産業や人々の暮らしを含め、本県が誇るべき魅力ある南部・東部地

域の振興は、県の均衡ある発展を実現していくためにも、大変重要です。 

一方で、南部・東部地域は人口減少が著しく、産業、教育、医療・福祉、交通など多くの分野で課題

を抱えています。 

県では、平成２３年に「南部振興計画（平成２３～２６年度）」を策定しました。同年９月に発生した紀

伊半島大水害からの復旧復興を経て、平成２７年に「奈良県南部振興基本計画（平成２７～令和２年

度）」及び「奈良県東部振興基本計画（平成２７～令和２年度）」を、令和３年には、「奈良県南部・東

部振興基本計画（令和３～７年度）」を策定し、南部・東部地域の振興に向けて、取組を進めてきまし

た。 

また、令和４年には、人口の社会減少を抑制し、地域の持続的発展を図ることを基本理念とした「奈

良県美しい南部・東部地域を県と市町村が協働して振興を図る条例」（以下、「条例」という。）を施行

し、県、市町村、県民等が相互に連携・協力し取り組むことが定められました。 

この間、移住・定住の推進や地域の魅力の情報発信、紀伊半島アンカールートの整備など様々な取

組を推進し、人口の社会増減は緩やかに改善するなど一定の成果がみられました。 

しかしながら、人口は依然として大きく減少及び少子高齢化が他の地域と比較して著しく、集落の維

持が困難となる地域が増えつつあるなど、今もなお多くの課題を抱えています。 

南部・東部地域の人口減少の大きな流れを止めることは非常に困難ですが、地域の魅力を高め、人

口減少のスピードをできるだけ緩め、交流人口や関係人口を増やすなど、人と経済の循環を高めると

ともに、森林と水を守りつつ安全に安心して生活できる環境を整え、持続可能な地域社会の形成を目

指して、引き続き取り組むことが必要です。 

そこで、南部・東部地域の現状と課題を踏まえ、奈良県南部・東部振興基本計画（以下、「基本計

画」という。）を策定（改定）し、南部・東部地域の振興をより一層推進していくこととします。 
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 ２ 基本計画の位置づけ 

「基本計画」は「条例」第８条の「南部・東部地域の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための基本的な計画」に位置づけるものです。 

 

 ３ 基本計画の対象地域 

「基本計画」の対象とする地域は、「南部・東部地域」の下記１９市町村（３市４町１２村）とします。 

＜南部・東部地域（３市４町１２村）＞ 

五條市、御所市、宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、吉野町、大淀町、下市町、黒滝

村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基本計画」の対象地域は「条例」と同様に、県内１９市町村を対象としています。一方、県内には人

口減少や高齢化が進み、「条例」に定める南部・東部地域と同様の課題を抱えている地域（奈良市、

天理市、桜井市の一部など）もあることから、こうした地域も含め、地域の振興を図るうえでより広域な
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連携が必要な場合などに関係市町村とも連携し、地域課題解決のための取組を進めていきます。 

 

４ 基本計画の期間 

令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。なお、本県が策定する各分野の計画が変更され

たこと等に伴って、ＫＰＩが変更された場合は、「基本計画」のＫＰＩも読み替えることとし、改定は行わな

いものとします。 

 

５ 基本計画の構成 

「基本計画」は南部・東部地域の目指す姿、現状と課題、取組の方向性などで構成されています。 

  さらに県が実施する具体的に取り組む事業を記載した「アクション・プラン」を別途、毎年度策定し、ＰＤ

ＣＡによる進捗管理を行い、「基本計画」の目指す姿の実現を図ります。 

 

６ 基本計画の推進体制 

県では、南部・東部市町村との協議の場を設け、「基本計画」を推進するため、市町村、民間が連

携・協働して総合的に各種施策に取り組んでいきます。 

  また、庁内関係部局と連携して、「基本計画」の計画的な推進を図っていきます。 
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第２章 南部・東部地域の現状と課題 

１ 地勢 

南部・東部地域の面積は約２,８９９㎢で県全体の約８０％を占めています。そのうち「可住地面積」は

約１２％であり、約８８％を森林が占めています。 

【人口・面積等】 

 

２ 人口の推移 

令和８年２月の南部・東部地域の人口は約１２万で、県全体の約９．４％を占めています。昭和３０年

の約２５万７千人をピークとし、当時の約４７％に減少しています。 

また、若年層を中心に人口減少が進むとともに、多くの市町村で高齢者人口の減少が始まるなど本

格的な人口減少時代（第Ⅲ段階）に突入しています。 

●人口減少は３つのプロセスを経て進行するとされている。 

 第Ⅰ段階： 老年人口増加＋ 生産年齢・年少人口減少 

   ⇓ 

 第Ⅱ段階： 老年人口維持・微増＋ 生産年齢・年少人口減少 

   ⇓ 

 第Ⅲ段階： 老年人口減少＋ 生産年齢・年少人口減少⇒ 本格的な人口減少時代 

 

（１）年齢階級別人口 

「年少人口（０～１４歳）」 

減少が著しく、昭和２５年には約８万７千人でしたが、令和７年では約９０％減の約９千人とな

っています。 

「生産年齢人口（１５歳～６４歳）」 

昭和３５年の約１６万１千人をピークとし、令和７年では約６５％減の約５万６千人となっていま

区分 
人口 

（人） 

面積 

（㎢） 

人口密度 

（人/㎢） 

可住地面積 

（㎢） 

林野面積 

（㎢） 

耕地面積 

（㎢） 

南部・東部地域 11８,８６0  2,898.75  41.０  351.82  2,546.93  78.08  

（県全体に対する

比率） 
9.4% 78.5% （－） 41.2% 89.8% 41.1% 

              

参考）県全体 1,27１,００３  3,690.94  345.1  853.89  2,837.05  190.00  

参考）全国 123,370,941  377,976.41  326.4  130,274.40  247,702.01  42,970.00 

資料：県政策推進課「令和８年２月 推計人口調査」、総務省「人口推計－２０２５年（令和７年）１１月報－」、総務省「令

和２年国勢調査」、農林水産省「２０２０年農林業センサス」、農林水産省「令和５年度作物統計調査」より作成 

※可住地面積＝面積－林野面積－湖沼面積 
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す。 

「高齢者人口（６５歳以上）」 

昭和２５年には約１万５千人でしたが、令和７年では、約３.７倍の約５万５千人に増加し、高齢

者化率は約４６％になっています。 

（資料：総務省「昭和 25～35年 国勢調査」） 

（資料：県政策推進課「令和７年 奈良県推計人口年報」） 

 

（２）将来人口推計 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年１２月）推計」による

と、今後も人口減少が続き、令和２２年には約８万２千人に減少し、高齢化率も約５５％を超えると

予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予測 

S25 S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

年少人口

（０～14歳）
86,768 82,561 75,997 62,267 50,829 46,228 43,613 40,620 35,938 31,854 26,494 21,279 17,183 13,754 10,981 8,653 6,623 5,235 4,418

生産年齢人口

（15～64歳）
152,988 157,483 161,005 152,299 149,342 145,715 142,005 138,633 135,441 131,238 121,718 110,008 97,409 80,682 67,349 56,366 47,458 39,914 32,072

高齢者人口

（65歳以上）
15,204 16,839 17,748 18,786 22,485 26,026 29,107 31,930 36,428 42,587 48,188 51,422 53,382 55,802 56,784 54,776 52,869 48,908 45,139

資料：昭和２５～令和２年 総務省「国勢調査」 

令和 12年以降は国立社会保障・人口問題研究所の「令和５年 日本の地域別将来推計人口」 

令和７年は県政策推進課「令和７年 奈良県推計人口年報」 

5.7% 

 

6.7% 
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（３）社会増減（令和２～令和７年） 

南部・東部地域においては、いずれの年も「転出数」が「転入数」を上回る転出超過の状態に

なっています。傾向としては、一部の村では転入超過に転じるなど緩やかに改善しています。 

 

   

    

      

  

  

  

   

  

 

   

 

  

 

  

  

＜南部・東部地域の転出入＞ 

●令和３年から令和７年の５年間で４,０５６人の転出超過となっています。（年平均約▲８１１人） 

●主な転出先は、県内他市町村（南部・東部地域を除く）で、▲３,１２５人（７７.０％）を占めています。

内訳は上位から橿原市が▲１,１３２人（２７.９％）、桜井市が▲４５５人（１１.２％）、大和高田市が

▲４２８人（１０.６％）になります。 

●また、他府県への転出先では、大阪府▲６８５人（１６.９％）、和歌山県▲４２４人（１０.５％）、東京

都▲２５３人（６.２％）の順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県政策推進課「令和２～７年 奈良県人口推計年報」 

東京都 
▲２５３人  
６.２％ 

大阪府 
▲６８５人 
16.9％ 

和歌山県 
▲4２４人 
10.5％ 

県内（南部・東部地域外） 
▲3,１２５人 7７.０％ 

南部・東部地域 
▲4,０５６人 

その他県外   ５２２人 

▲１２.９% 

三重県 
▲９１人 
2.2％ 

南部・東部地域の転出入 

資料：県政策推進課「令和３～７年 奈良県人口推計年報」 

3,296 3,207 3,429 3,568 3,464 3,543

▲ 4,457 ▲ 4,213 ▲ 4,352 ▲ 4,333 ▲ 4,223 ▲ 4,146

▲ 1,161 ▲ 1,006
▲ 923 ▲ 765 ▲ 759 ▲ 603

▲ 5,000

▲ 4,000

▲ 3,000

▲ 2,000

▲ 1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7

（人）

（年）

南部・東部地域における人口の社会増減
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（４）自然増減（令和２～令和７年） 

南部・東部地域において、いずれの年も「死亡数」が「出生数」を大きく上回る自然減の状態

になっています。傾向としては減少が拡大しています。 

    

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

３ 観光消費額・宿泊者数の推移 

「観光消費額」は、新型コロナウイルスの影響を受けて令和２年に減少しましたが、回復傾向にあり

ます。 

 「宿泊者数」については、令和元年と同水準の４８万人（令和６年）となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県政策推進課「令和２～７年 奈良県人口推計年報」 

資料：県観光戦略課「令和元～6年 奈良県観光客動態調査」 

※本グラフは、「奈良県宿泊統計調査」C、D、E、Fエリアで集計しています。 
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南部・東部地域における観光消費額
(億円)

(年)

494 401 408 350 359 325

▲ 2,433 ▲ 2,516 ▲ 2,626 ▲ 2,595 ▲ 2,628 ▲ 2,745

▲ 1,939
▲ 2,115 ▲ 2,218 ▲ 2,245 ▲ 2,269

▲ 2,420
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南部・東部地域の自然増減
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49

31
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47

53

48

0

10
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40

50

60

R1 R2 R3 R4 R5 R6

南部・東部地域における宿泊者数
(万人）

（年）

8,498 7,934 6,099 6,248 5,107 

27,775 22,771 
18,331 16,733 14,697 

51,389 
49,982 

45,382 42,184 
38,524 

914 

909 

1,608 
1,355 

1,533 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H12 H17 H22 H27 R2

南部・東部地域における産業別就業者数の推移

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能の産業

 

   

      

    

  

  

  

  

 

 

 

 

   

    

  

 

 

４ 産業別就業者数の推移・産業別就業者の割合・製造品出荷額等の推移 

（１）南部・東部地域における「産業別就業者数」の推移 

就業者数は、平成１２年と比較すると約３２％減少し、約６万人となっています。 

   

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「平成１２～令和２年 国勢調査」 

資料：県観光局「令和元～６年 奈良県宿泊統計調査」 

 ※本グラフは、資料内で区分されている C、D、E、Fエリアで集計しています。 

（人） 

（年） 

（万人） 
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（２）南部・東部地域における「産業別就業者」の割合 

第１次産業就業者の割合は、約８.６％で、県全体の約２.４％と比べてかなり高くなっています。 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

＜南部・東部地域住民の従業地＞ 

●南部・東部地域住民の県内就業率は約８６％であり、（南部・東部地域内が約６４％、南部・東部地

域外が約２２％）県全体の約６３％と比べて高くなっています。 

●南部・東部地域内（同一市町村内での従業者数を除く）では、上位から大淀町（２.７％）、五條市

（２.３％）、御所市（１.９％）が主な従業地となっています。 

●また、南部・東部地域外では、上位から橿原市（６.６％）、奈良市（２.９％）、桜井市（２.７％）が主な

従業地となっています。 

●南部・東部地域住民の県外就業者では、大阪府（７.３％）、三重県 

（２.３％）の比率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「令和２年 国勢調査」 

2.4

8.6

22.1

25.4

75.5

66.0

0 20 40 60 80 100

県全体

南部・東部地域

南部・東部地域における産業別就業者の割合

第１次産業 第２次産業 第３次産業

県内 

（南部・東部地域外） 

12,702人 21.4％ 

大阪府 

4,345人 

7.3％ 

和歌山県 
985人 
1.7％ 

その他県外 

1,829人 3% 

三重県 

1,353人

2.3％ 

南部・東部地域の従業先 

南部・東部地域内 

38,182人 

64.3％ 

（％） 
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（３）南部・東部地域における製造品出荷額等の推移 

●「製造品出荷額等」は、令和２年より増減はあったものの、令和６年には約２,５０９億円になりまし

た。内訳について、「木材・木製品製造業（家具を除く）」と「化学工業」の割合が高くなっています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

234 262 324 385 246 

294 192 156 
268 

247 

1,748 
1,624 1,770 

1,955 
2,016 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

R2 R3 R4 R5 R6

南部・東部地域における主な製造品出荷額等

木材・木製品製造業（家具を除く） 化学工業 その他

（億円）

資料：経済産業省「2022～2024年 経済構造実態調査 製造業事業所調査」 

     経済産業省「令和３年 経済センサス－活動調査」 

     経済産業省「2020年 工業統計調査」 

資料：総務省「令和２年国勢調査」 

30,923人 52%
7,259人 12.3%
1,629人 2.7%
1,354人 2.3%
1,117人 1.9%
12,702人 21.4%
3,894人 6.6%
1,734人 2.9%
1,623人 2.7%
8,512人 14.3%
4,345人 7.3%
1,353人 2.3%
985人 1.7%

59,396人 100%

上位3位
大阪府
三重県
和歌山県

計

県外

同一市町村内➀
➀以外の南部・東部地域内

上位3位
大淀町
五條市
御所市

南部・東部地域以外の県内

上位3位
橿原市
奈良市
桜井市

（年） 
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64.4 64.9 63.8
69.9 66.7 65.0 65.9 63.7 64.7

10.4 10.6 11.1 8.0 7.8 10.4 10.8 12.0 11.0

57.0
55.3 52.0

66.0

60.5 56.4 56.6
51.0

54.7

14.3 13.9 16.7
9.2 7.9 13.8

15.4 17.8 16.2

0

20

40

60

80

100

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

住みやすい（奈良県全体） 住みにくい（奈良県全体）

住みやすい（南部・東部地域） 住みにくい（南部・東部地域）

（年度）

（％） 奈良県の住みやすさの評価

67.5 67.8 67.6 69.8

66.0 66.8

68.9 66.5 68.1

5.9 6.2 6.4 4.7

4.5 6.1

5.6 6.5 5.1

67.9
64.2

68.9 71.4

71.1 66.4

65.5
59.8

62.2

5.7
8.5 7.5 3.8

3.1 6.3

7.7 6.8 5.2

0

20

40

60

80

100

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

住みたい（奈良県全体） 住みたくない（奈良県全体）

住みたい（南部・東部地域） 住みたくない（南部・東部地域）

将来の奈良県での定住意向

５ 暮らしに関する満足度の推移 

県民アンケート調査の「奈良県の住みやすさの評価」と「将来の奈良県での定住意向」を分析した

ところ、南部・東部地域に住む５０％を超える県民が「住みやすい」と感じており、また「将来も住みたい」

という意向があります。令和７年度については、令和６年度と比べて「住みやすい」及び「将来も住みた

い」と感じている南部・東部地域の県民の割合が上がっています。 

      

       

   

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

  

     

      

   

   

   

    

 

 

 

資料：県政策推進課「平成２９～令和７年度 県民アンケート調査結果」 

 

資料：県政策推進課「平成２９～令和７年度 県民アンケート調査結果」 

 

（年度） 

※本グラフは、資料内で区分されている地域４，５，６で集計しています。 

※本グラフは、資料内で区分されている地域４，５，６で集計しています。 

（％） 

（年度） 

奈良県の住みやすさの評価 

（％） 
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６ 南部･東部地域における集落実態調査について 

過疎化･高齢化の進行による人口減少が続く南部･東部地域において、地域を構成する最も基礎的

な日常生活圏域である集落の現状や取り巻く環境などを総合的に把握し、南部・東部地域で暮らし続

けていくための集落対策のあり方や、災害時に道路の寸断による集落の孤立などの災害リスクが高い

場所に住まわれている方に安全な居住空間を提供するための方策を検討するため、令和７年度に集

落実態調査を行いました。 

南部・東部地域の１９市町村に所在する全ての集落（７３０集落）を対象に、総務省が実施した「令

和６年度過疎地域等における集落の状況に関する現況調査」のデータを分析するとともに、小規模集

落や高齢化が進む２８１集落に対象を絞り、その代表者にアンケート調査及び聞き取り調査を行いまし

た。 

 

（１）集落の高齢化（集落人口に占める６５歳以上の割合） 

集落人口に占める６５歳以上の割合が５０％以上の集落数は、前回（令和元年）の２６７集落(３７.

６％)から今回（令和６年）の３８１集落(５２.２％)に増加しており、高齢化が進む集落の増加が顕著

となっています。 

  

    

 

（２）集落の消滅可能性について 

   集落の消滅可能性について、「１０年以内に消滅」の可能性があるのは、１３集落（１.８％）で前回(１

０集落（１.４％）)とほとんど変わりませんが、「いずれ消滅」する可能性があるのは１４９集落（２０.

４％）であり前回（６６集落（９.３％））調査より倍増しています。 

444集落 62.4%

349集落 47.8%

267集落 37.6%

381集落 52.2%

0 20 40 60 80 100

前回

(R1)

今回

(R6)

集落人口に占める65歳以上の割合

65歳以上が50%未満 65歳以上が50%以上

資料：総務省「過疎地域等における集落の状況に関する現況調査」 

（％） 
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（３）１０年後不安に感じること 

過疎集落の移動手段は自家用車に依存し、買い物、通院、通勤など日常行動の約９割が自家

用車によって支えられています。１０年後の生活を考えたときに不安に感じることも、「自動車等が

運転できなくなった場合の交通手段の確保」が８２.５％となっており、交通弱者対策が生活維持

の最優先課題となっています。 

 
                       

 

 

10集落

1.4％

13集落 1.8％

66集落

9.3％

149集落 20.4％

622集落 87.5％

443集落 60.7％

13集落

1.8％

125集落 17.1％

0 20 40 60 80 100

前回

(R1)

今回

(R6)

集落の消滅可能性

10年以内に消滅 いずれ消滅 当面存続 無回答

41.1

32.9

9.7

28.5

18.8

37.2

65.7

19.4

28

29.4

31.8

34.6

34.6

82.5

0 20 40 60 80 100

後継者

病院や診療所などの医療機関

草刈りなどの作業

集落の消滅

自治会活動の維持

田畑、山林の維持

自動車等が運転できなくな

った場合の交通手段の確保

10年後不安に感じること（上位７項目）

今回

(R7)

前回

(H21)

資料：総務省「過疎地域等における集落の状況に関する現況調査」 

資料：県美しい南部東部振興課「集落実態調査」 

（％） 

（％） 
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40.1

52

59.9

61.4

78.2

0 20 40 60 80 100

都会などからの新規定住者（週

末定住者含む）の受け入れ支援

地域産業の振興策

若者の雇用の場の創出

高齢者福祉への支援

買い物、通院、バス交通など

生活維持のための対策

集落の維持のために行政に望むこと（上位5項目）

（４）住民の居住意向と行政への要望 

今後の居住意向としては、「住み続けたい」の割合が６６.８％で依然として多数を占めるものの、

前回（８７.０％）からは大きく減少しており、「移りたいが住み続けると思う」の割合２５.１％と合わせ

て、定住予定者は総じて多く、「移りたい」は２.０％と極めて少数です。 

   

   

 

他方、行政への要望としては、「生活維持のための対策」７８.２％、「高齢者福祉」６１.４％、「若

者雇用創出」５９.９％、「地域産業振興」５２.０％、「都会などからの新規定住者（週末定住者含

む）の受け入れ支援」４０.１％などが上位を占めており、地域に暮らし続ける基盤（交通・医療・雇

用・産業振興・人口増施策など）を支える施策が強く求められています。 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

87.0 ％

66.8 ％

8.7 ％

25.1 ％

2.9 ％

2.0 ％

1.4 ％

6.0 ％

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

前回

(H21)

今回

(R7)

今後の居住の意向

住み続けたい 他に移りたいが、住

み続けると思う

他に移りたい わからない

資料：県美しい南部東部振興課「集落実態調査」 

 

(％) 

資料：県美しい南部東部振興課「集落実態調査」 
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７ 南部・東部地域における諸課題 

県民アンケートの「今後奈良県に力を入れてほしい分野」を分析したところ、南部・東部地域では、

「防災・危機管理」、「インフラ整備」、「地域公共交通の確保」に力を入れてほしいという人の割合が

県全体に比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

27.2

36.7

33.3

30.5

45.9

27.9

34.3

34.7

35.2

43.2

0 10 20 30 40 50

地域公共交通の確保

医療の充実

インフラ整備

防災・危機管理

福祉・介護の充実

今後奈良県に力を入れてほしい分野

南部・東部地域 県全体

資料：県政策推進課「令和７年度 県民アンケート調査結果」 

※本グラフは、資料内で区分されている地域４，５，６で集計しています。 

（％） 

Pa-

sennt

o  
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第３章 策定にあたっての基本的な考え方 

「基本計画」の策定にあたっては、南部・東部地域が持続可能な地域社会を形成していくために、

「条例」に定める基本的施策を基に、地域の特性に合わせて、関係各所と連携し、振興を図っていきま

す。 

 

１ 重点目標 

南部・東部地域の人口減少をできるだけ食い止め、持続可能な地域社会を実現するため、交流人

口、関係人口、移住者を増やすとともに、住み続けたくなる地域づくりを進めます。 

⚫重点目標を達成するためのＫＧＩ（重要目標達成指標） 

「南部・東部地域における人口の社会増減」：マイナスからの脱却 

 

⚫ＫＧＩを達成するためのＫＰＩ（重要業績評価指標） 

 生産年齢人口：社会・人口問題研究所による将来人口推計を上回る 

 観光消費額：５６２億円 

 宿 泊 者 数：９０万人 

 

⚫目標年次：令和１２年度 

 

【参考】前計画（令和３～７年度）の目標及び実績 

指標 目標 実績 備考 

人口の社会増減 マイナスからの脱却 ▲６０３人 実績はＲ７ 

生産年齢人口 ５６,８６４人を上回る ５６,３６６人 実績はＲ７ 

観光入込客数 ８３０万人 ６８７万人 実績はＲ６ 

宿泊者数 ７０万人 ４８万人 実績はＲ６ 

【資料】奈良県人口推計年報、国立社会保障・人口問題研究所の 

「令和２年 日本の地域別将来推計人口」、奈良県観光客動態調査、奈良県宿泊統計調査より作成 

※観光消費額及び宿泊者数については、「奈良県宿泊統計調査」で区分されているＣ、Ｄ、Ｅ、Ｆエリアで

集計しています。 
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２ 基本的施策 

南部・東部地域の振興を図っていくため、以下の「条例」に定める基本的施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 目標を実現するための戦術 

 南部・東部地域を持続的に発展させるため、人が集まる「拠点の形成」、地域を支える「人材の確

保・育成」、住み続けたくなる、訪れたくなるような「定住・交流の促進」、連携・協働し地域資源の活

用による交流の拡大や経済の好循環による持続可能な地域づくりを進めるため「市町村との連携」、

南部・東部地域の認知度を向上させるための「情報発信」を目標実現のための戦術とします。 

 「拠点の形成」では、拠点を形成し、結節する取組を進めます。 

 例えば、南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生時に、県内や津波による甚大な被害が想定され

る沿岸部を有する近府県への支援に対応するための広域防災拠点の整備を進めます。また、京奈

和自動車道御所ＩＣ周辺で産業集積地の創出に取り組むことによって、雇用の機会の拡大と若年者

の定住を促進します。県営うだ・アニマルパークを拠点とした東部地域の魅力発信を行うことによっ

て、来園者が東部地域に周遊することが見込まれます。 

 「人材の確保・育成」では、地域産業等の人材の確保・育成に取り組むだけでなく、市町村職員の

人材の確保・育成の取組を進めていきます。 

【１】産業の振興及び雇用の創出 

  （１）産業の振興及び雇用の創出 

【２】住民の福祉の向上及び生活の安定 

  （１）住民の福祉の向上 

  （２）生活の安定 

【３】防災・減災対策の推進 

  （１）防災・減災対策の推進 

【４】魅力ある地域づくりの推進 

  （１）魅力を知ってもらう 

  （２）魅力を体験してもらう 

  （３）移り住んでもらう 

【５】デジタル社会の形成の推進 

  （１）地域デジタル化の推進 

【６】力強い市町村づくり 

（１）市町村と連携したまちづくりの推進 

（２）「奈良モデル」の推進 

  （３）市町村行政経営向上への取組支援等 

【７】脱炭素社会の実現 

  （１）脱炭素社会の実現 
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 「定住・交流の促進」では、多様な働き方や暮らし方を可能とする二地域居住や関係人口の増加を

図ります。交流人口から関係人口へ、最終的には移住に繋げる取組を進めていきます。 

 「市町村との連携」では、県と市町村が地域課題解決に向けて連携・協働し地域資源の活用によ

る交流の拡大や経済の好循環による持続可能な地域づくりの取組を進めていきます。 

 「情報発信」では、生活文化、歴史文化、自然環境などをはじめとする南部・東部地域の魅力の情

報発信を行い、南部・東部地域の認知度を上げる取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業の振興及び雇用の創出 

 
住民の福祉の向上及び生活の安定 

 

防災・減災対策の推進 

 

魅力ある地域づくりの推進 

 

デジタル社会の形成の推進 

 

力強い市町村づくり 

 

脱炭素社会の実現 

 

基本的施策 

拠点の形成 

 

人材の確保・育成 

 

定住・交流の促進 

 

戦術 

市町村との連携 

 

情報発信 
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第４章 南部・東部地域の今後の施策展開 

１．産業の振興及び雇用の創出 

（１）産業の振興及び雇用の創出 

南部・東部地域において住みよい環境づくりを進めるとともに、「働く場」と「働く人」を増やす取組

を進めます。 

 

➀地域の経済活性化 

○企業誘致、起業・創業支援 

・京奈和自動車道の整備に伴い、大阪、京都、名古屋など大

都市圏へのアクセスが飛躍的に向上し、企業用地としての

ポテンシャルがさらに高まります。そのため、企業用地の造成

工事を進めるとともに、積極的な企業誘致活動を行うことに

よって、御所ＩＣ周辺で産業集積地の創出に取り組むなど、

雇用の機会の拡大と若年者の定住を促進し、地域経済の

活性化を図ります。 

・起業・創業を促進し、またその後の事業を長く継続できるよう、（公財）奈良県地域産業振興センタ

ー、奈良県よろず支援拠点、各商工会議所・商工会等と連携し、課題や相談内容に応じた支援を

実施します。また、起業に要する経費の一部を補助する起業支援金の交付や専門家による個別の

相談支援、創業する際に利用できる有利な資金を確保します。 

・後継者不在等の理由で事業継続が進まない事業者に対して、事業承継の支援を実施します。 

 

○地域産業の振興 

・企業のニーズや課題を起点に構築した「産業政策のパッケージ」に基づき、県内各支援機関や金

融機関等とも連携しながら人材確保の抜本的強化など８つの柱からなる取組を推進します。また、

企業の声を施策へ反映するとともに、県の施策を知ってもらい、活用してもらえるよう情報発信を強

化します。 

・近年、各地域において、未利用資源、特産物及び地域の技術を活用した新たな産業が芽生えつつ

あります。地域の特産品である柿を利用したあんぽ柿等の加工品製造、新たな技術開発による柿

渋の利活用、商品価値の高い大型アマゴの生産拡大、間伐材の新たな利活用、素麺のブランド化

等の取組が行われています。また、革製品製造事業者、毛皮革のなめし事業者やサンダル等の履

物製造事業者などは、新技術やデザイン開発などに積極的に取り組んでいます。これら創意工夫

による地域産業の創出を促進し、地域内の産業、施設、特産品等について情報発信するなど事業

協同組合や商工会等が行う地域産業の振興に対し、積極的な支援を図ります。 

・奈良にゆかりの深い薬草に関連する商品やサービスの開発支援、認知度向上、販路開拓を支援し

ます。 

御所インターチェンジ周辺産業集積

地 
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・過疎地域の物流等の課題に対応するため、ドローン等の新たな先進技術の活用の検討を支援し

ます。 

・全国的にも有名な吉野杉、吉野檜を使用した家具、木工品など、南部・東部地域には地域に根ざ

した産品を製造する小・中規模事業者が多く存在します。これら事業者と連携し、セミナーやワーク

ショップの開催、見本市への出展などを通して世界に誇れる奥大和ブランドを構築し、地場産業と

しての持続・発展を推進します。 

 

〇商業の振興 

・商業の振興は地域での生活にとって不可欠であるとともに、雇用の場という観点からも重要である

ことから、地域住民の需要にマッチした商業機能の創出と、地域の特色を活かした街づくりの観点

からの商店街の活性化が必要です。 

・行政と商店街・住民等が連携し、地域の消費者に支持される商店街づくりのための取組を推進し

ます。 

・小売店が他店との差別化を図り、売上や利益の向上を目指すためのセミナーや勉強会等を実施し、

商業力の強化を図ります。 

 

②食・農・畜産・水産業の振興 

〇食と農の振興 

・「奈良県プレミアムセレクト」などマーケットニーズに合った県産農畜水産物のブランド化を図るとと

もに、農業経営のコスト削減に取り組み、農業経営の向上を図ります。 

・「なら食と農の魅力創造国際大学校（ＮＡＦＩＣ）」において、食の担い手と農の担い手を育成すると

ともに、附属セミナーハウスで食と農に関する研修等を実施し、食と農の魅力を発信します。 

・農産物直売所などの多様な販路開拓を推進し、農業の６次産業化も視野に入れた地域農業の活

性化を図ります。 

・「なら食と農の魅力創造国際大学校（ＮＡＦＩＣ）」との連携のもと、南部・東部地域において、素晴ら

しい眺望の場所に地元食材を活かして「食」と「泊」を提供するオーベルジュ等のＰＲを促進すると

ともに、それらのネットワーク化を推進します。 

・農地の有効利用や生産性の向上を図る特定農業振興ゾーンの

設定、意欲ある担い手の育成と農外からの新規参入も含めた新

規就農者の確保に努めます。特に、南部地域の柿等の果樹、切

り枝等の花き、東部地域の茶、野菜、花き、その他酪農や肉用牛

等の畜産について、県が重点的に推進する品目として選定した

リーディング品目やチャレンジ品目等を中心に、高品質化、高付

加価値化に向けた農業の振興を図ります。 

・研究・普及においては、新技術や新品種の開発、現場への迅速な普及などにより、県産農畜水産

物のブランド化やコスト削減などの生産性の向上を図ります。 

リーディング品目の一つである柿 
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・県土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能の観点を踏まえ、適切な農業生産

活動等の継続を支援するとともに、農地マネジメントによる農地の集積・集約化を円滑に推進し、ス

マート農業等の時代のニーズに合わせた生産基盤の整備を推進します。 

・農業経営の安定を図り、営農意欲を喚起するため、イノシシ、ニホンジカやサルなどに緩衝帯や侵

入防止柵の整備をはじめとする鳥獣害対策に対する取組を推進するとともに、捕獲したイノシシと

ニホンジカについては、食肉等への有効活用を図ります。 

・農業に由来する環境への負荷の低減を図るため、有機農業の推進、化学肥料・農薬使用量低減、

温室効果ガスの低減等に取り組みます。 

特に、オーガニックビレッジ宣言を行った宇陀市等における地域ぐるみでの有機農業の取組を支

援します。 

 

〇畜産業の振興 

・大和畜産ブランド（大和牛、ヤマトポーク、大和肉鶏、大和なでしこ卵、大和の雫（蜂蜜））のブラン

ド価値を高める取組を農業総合研究センター畜産研究部等で進めます。 

 

〇水産業の振興 

・河川漁業においては、適正な種苗の放流及び河川に適した増殖に支援すると

ともに、漁場の有効活用を推進します。 

・養殖業においては、安全安心な水産物を生産するため、養殖衛生管理指導の

徹底を図ります。 

・カワウ及び外来生物の食害による被害を軽減するための取組を推進します。 

 

○獣害の対策 

・奈良県のツキノワグマは絶滅のおそれがあることから、捕獲した際は原則人里への恐怖心や忌避

感を覚えさせる放獣をしてきました。しかしながら、令和６年度に目撃数が過去最多となり、推定生

息数の増加を鑑み、令和７年１０月に「奈良県ツキノワグマ保護管理計画（第６次計画）」を策定し

ました。本計画においては、クマと人間との棲み分けを図ることを目的とした地域の区分（ゾーニン

グ）を行い、人間生活を優先する集落ゾーンで有害捕獲されたツキノワグマは、原則殺処分とする

こととしており、人身被害防止に努めます。 

一方で、ニホンジカやイノシシの罠に錯誤捕獲された場合等学習放獣する個体については、ＧＰ

Ｓ機能付き首輪を装着して動向把握に努めます。 

また、狩猟者の高齢化と担い手不足に伴い、新人猟師の育成が急務であることから、研修の充

実により狩猟者数の増加を目指します。 

養殖アマゴ 
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③森林環境管理制度の推進・林業の振興 

森林の有する木材生産や県土の保全、自然環境の保全などの多面的機能を将来にわたって持

続的に発揮し続ける社会の実現に向けて、本県独自の新たな森林環境管理制度の推進に併せて、

県産材利用の推進を図ることにより、森林と人とが良好な関係を築きながら、森林や水資源が県民

の貴重な財産として引き継がれていくことを目指して、以下の施策を推進します。 

 

〇新たな森林環境管理体制の構築・推進 

・令和３年４月に開校した「奈良県フォレスターアカデミー」において、森林環境管理士、森林環境管

理作業士を計画的に養成します。 

・森林技術センターの研究成果をフォレスターアカデミーのカリキュラムに反映させるなど、奈良県フ

ォレスターの活動によって明らかになった課題を研究テーマとして取り上げることにより、各主体の

連携を強化します。 

・新たな森林環境管理体制の構築・推進の担い手となる奈良県フォレスターを引き続き市町村に配

置するとともに、奈良県フォレスターがこれまで以上に能力を発揮できる環境づくりを進めます。 

・林業事業者等における雇用の安定化、労働安全衛生水準の向上を図り、新たな森林環境管理制

度を担う人材確保を促進します。 

 

〇災害に強い森林づくり 

・適切に管理されている森林は、土砂の流出や崩壊といった災害を未然に防ぐ機能を高度に発揮し

ます。一方、施業放置により荒廃が進む人工林は、この機能が低下し、災害が発生した際に被害の

拡大の要因となります。 

・これまで、県及び市町村は施業放置林の解消に取り組んできましたが、依然として施業放置林は

多く存在しています。今後も引き続き、間伐を中心とした保育の実施、皆伐後の再造林、現地の状

況に応じた多様な手法による混交林への誘導等の森林施業を促進します。 

・伐採届をはじめとした森林計画制度や林地開発許可制度、保安林制度等の森林法に基づく規定

を適正に運用します。 

・山地災害の予防・復旧に迅速に取り組むほか、災害関連の情報を国・市町村と共有するなどして、

シカやイノシシの罠に錯誤捕獲されたツキノワグマ 
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山地災害に適切に対応する体制の構築を目指します。 

 

〇持続的に森林資源を供給する森林づくり 

・森林は、木材をはじめ、木の実・きのこ類等の食材、漆等の工芸品の原料など様々な資源を供給し

ます。森林資源を生産することは、管理のために定期的に森林に入ることに繋がり、それにより森林

の環境が維持されるという好循環が生まれます。また、適切に管理された森林からは、清浄な水が

小川に流れ出るなどの副次的な森林資源も供給されます。このような森林資源を持続的に生産し、

森林から安定的に収益を得ることができるよう、奈良県フォレスターと市町村が連携して「森林経

営計画」などの作成を促進するとともに、林業機械化や路網整備の推進、森林資源情報の把握な

ど生産基盤の強化を図ります。 

・森林から供給される木材の利用は、二酸化炭素を固定し続け化石燃料の利用を抑えることとなり、

温室効果ガスの排出の抑制にも繋がることから、木材の搬出支援や未利用材の搬出促進などを

図ります。 

 

〇生物多様性が保全される森林づくり 

・森林には、木本類・草類・シダ類・コケ類等の植物、哺乳類・鳥類・は虫類・両生類・魚類・昆虫類等

の動物などが多種多様に生息しています。 

・適切に管理されていない針葉樹人工林では、生物多様性保全機能が低下することから、混交林へ

の誘導、皆伐後の再造林の促進により、多種多様な動植物の生息・生育環境としての森林の保全

を進めます。また、集団的に樹木を枯死させる森林病害虫の防除、採食により下層植生に影響を及

ぼすニホンジカの生息密度の適正化に努めることにより、森林を生息・生育環境とする野生動植物

の適正な保護管理を推進します。 

 

 

〇森林のレクリエーション機能の強化 

・森林は、セラピー、エコツアー、文化体験、レクリエーション活動等の場となり、心身の健康を回復で

きる機会を提供してくれます。国立・国定公園をはじめとする自然公園の保全・活用や適切な森林

の整備を進めるとともに、森林・里山等のレクリエーションでの活用を促進します。 

・森林の４機能（森林資源の生産、防災、生物多様性の保全、レクリエーション）や森林環境管理に

ついての理解・関心を深め、森林と人との恒久的な共生に関する意識を醸成させるため、森林をフ

ィールドとしたイベントの開催や森林に関する環境教育の機会づくりに取り組みながら、これらの担

い手となる人材を養成します。 

・これらの取組を通して、森林と人とが良好な関係を築きながら、交流人口の増加による山村地域の

活性化を図り、森林を将来にわたって県民の貴重な財産として引き継いでいくことを目指します。 

 

 



- 24 - 

 

○県産材ブランド戦略の推進 

・県産材のブランド力向上のために、文化・歴史的背景を踏まえたブランド価値の再構築と、効果的

な情報発信を行います。 

・新たな需要が期待される国内外のマーケットに向けての拡大のため、ブランドのＰＲを行うことによ

り、販路拡大を目指す県内事業者の支援を行います。 

 

〇県産材の需要拡大 

・令和６年１２月に改正した「奈良県の建築物における県産材利用促進方針」に基づき、公共建築

物への県産材利用の促進に県が率先して取り組み、民間建築物への利用拡大に繋げていきます。

住宅や公共建築物、商業施設、木製品、エネルギーなど多様な分野での県産材の活用を進めてい

きます。 

 

〇県産材の加工・流通の促進 

・木材加工の生産効率化やコスト削減、品質向上等に向けた取組を支援するとともに、用途に応じた

流通の合理化を促進し、競争力のある加工・流通体制の構築を図ります。 

・重点的な取組として、建築関係事業者に対して品質・性能を明示した製材品が供給できるよう、素

材生産事業者、木材産業事業者、建築関係事業者の間で必要な情報を共有し、相互に協力連携

して、県産材を効率的・合理的に流通させる体制を整備します。 

 

 

２．住民の福祉の向上及び生活の安定 

（１）住民の福祉の向上 

①福祉・医療の充実 

〇高齢者福祉の充実 

・介護施設や介護サービス事業所が少ない南部・東部地域において、適切なサービス提供体制が

維持できるよう、持続的・安定的な介護サービスの確保に取り組みます。 

・高齢者の社会活動に関する情報の発信や、高齢者が経験や知識を活かして地域で活動ができる

ための指導者の育成などを通じて、地域社会への積極的な参加を促進します。 

・地域包括ケアシステムを支える医療・介護サービスの資源が限られている中、個別事例相談や地

域ケア会議の参加及び助言、人材育成を目的とした研修会の開催等により、市町村の支援を行い

ます。 

・平成３０年度に県単位化した国民健康保険は、全国で初めて令和６年度に保険料水準の統一を

達成しました。引き続き安定的な国保運営のため、県内保険料水準統一の持続性確保に努めます。 

 

〇障害者福祉の充実 

・共生社会の実現に向け、住み慣れた地域社会の中で、障害のある人の自立や社会参加を進めて
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いくため、生活環境の整備に努めるとともに、在宅福祉サービス等の充実を図ります。 

 

○医療の確保 

・南部・東部地域の住民が将来にわたり良質な医療を受け、健康で安心な生活を保てるよう「奈良

県保健医療計画」で定める「保健医療圏」の単位を基本として、日常の診療や地域密着の保健医

療サービス等は市町村単位、入院医療については二次保健医療圏単位で、将来の医療ニーズを

踏まえ、限りある医療資源で「断らない救急の実現」をはじめとする急性期からリハビリ・療養まで

の切れ目ない持続可能な医療提供体制の構築を推進します。 

・南部・東部地域の山間地域の救急医療については、奈良県ドクターヘリを活用するとともに、県防

災ヘリコプターや、三重県、大阪府及び和歌山県のドクターヘリとの連携により出動態勢を確保し、

迅速に救急搬送できる体制を維持します。 

・南部・東部地域のへき地医療については、へき地診療所の設置運営主体である市村の意向を踏ま

え、県が設置するへき地医療支援機構を中心にへき地診療所の医師の配置を行います。 

なお、へき地に派遣する医師の確保については、自治医科大学運営及び緊急医師確保枠奨学金

制度を維持継続し、へき地医療をはじめとする地域医療に貢献する医師の養成を図ります。 

・へき地診療所に対しては、市村が直接雇用している医師の人件費の一部に対する支援、及び、その

他診療所運営に要する経費に対する支援のほか、必要な設備整備等への支援を行い、山間部の

医療を確保します。 

・へき地医療をバックアップする役割を担うへき地医療拠点病院（南奈良総合医療センター、宇陀市

立病院、市立奈良病院、奈良県総合医療センター）に対し、市村を跨ぐへき地診療所への医師の

派遣を支援するほか、へき地医療の支援に資する設備整備等を支援し、へき地医療を支える拠点

としての医療提供体制の確保を図ります。 

・南部・東部地域において、県と市町村と連携・協働し、在宅医療・介護連携を図っていくとともに、南

部・東部地域の在宅医療・訪問看護を推進していきます。 

・なお、南和保健医療圏においては、県と五條市、吉野郡全町村を構成団体とする南和広域医療企

業団が、急性期を中心に担う南奈良総合医療センターと、回復期・慢性期を中心に担う吉野病院・

五條病院を運営し、病院間の役割分担・連携により地域の広域医療提供体制を維持しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
南奈良総合医療センター 奈良県ドクターヘリ 
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②教育・子育て環境の充実 

○こども・子育て世帯に対する支援等の充実 

・全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して一体的に相談支援を行う、児童福祉と母子保健の機

能を有する「こども家庭センター」の市町村における設置を促進します。併せて、世代間交流や地域

間交流を促進するとともに、主任児童委員や民生・児童委員による地域に密着した子育て相談・支

援体制の整備を推進します。 

・保育所等については、地域のニーズに応じた事業展開や南部・東部地域における保育の確保と保

育内容の向上を促進します。 

 

○教育環境の整備や教育内容・教育方法の充実 

・南部・東部地域における良好な教育環境の確保を図るため、複式学級編制基準の改善、小規模校

への教職員配置の充実、複数市町村による教員等の共同設置、専門的な教科指導の充実、校舎

及び園舎等の整備、体育施設の整備、学校給食の充実等を推進します。 

・通学が困難な生徒の高等学校への進学に対応するため、県立高等学校総合寄宿舎、併設寄宿舎

の施設設備の整備充実に努めます。 

・豊かな自然や地域の歴史文化資源など、地域がもつ「よさ」を積極的に活用した探究的な学びや、

少人数・異学年集団による学び等、新たな時代にふさわしい教育の研究を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇郷土教育の充実 

・伝統的な地域コミュニティが崩壊しつつあり、職と住の分離傾向が著しい中、地域への誇りをもち、

知識と実践力を備え地域社会に貢献する、未来の地域リーダーの育成に取り組みます。 

・本県には、世界遺産や国指定の文化財が多数存在するほか、数多くの歴史上の人物が多方面で

活躍し、日本を代表する文物の発祥の地、律令国家をはじめとする日本国家形成の地、国際性豊

かなシルクロードの終着点であるなど豊富な歴史文化資源を有しています。地域への誇りや愛着

を育む学びは、若者の県外流出を通じた人口の社会減を抑止する観点からも重要であることから、

学校教育のみならず、各種講座・イベントの開催を通じた生涯教育としての取組を充実させます。 
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・義務教育段階では、総合的な学習の時間を要とし、地域の文化や歴史に触れる体験活動と地域を

題材とした学習を組み合わせた探究的な学びによる郷土学習を一層推進します。 

・高等学校教育では、郷土奈良の伝統・文化・自然を教材とする学習「奈良ＴＩＭＥ」を全ての県立高

校で実施しています。 

 

○県立高校における実学教育の推進 

・県立高校が社会的・職業的自立への第一歩を支える役割を担うため、実学教育の充実を進めます。

企業等と連携したキャリア教育を進めるほか、地域産業との連携や地域の資源を生かした特色あ

る教育活動の実施等実学教育のあり方を検討し、地域や社会の発展に貢献できる人材の育成を

目指します。 

・奈良南高校では、世界遺産や国宝を数多く抱える奈良という地域の特性を生かし、宮大工を志す

生徒を育成することを目的として令和８年４月に伝統建築科を新設します。授業では、木材加工や

建築技術の基礎に加え、関係機関や地域の建築に携わる方々の協力のもと、伝統建築に関わり、

実際に本物に出会い、実践する、という体験を通じて、修復・施工に関わる学びを深めます。 

 

（２）生活の安定 

①道路インフラの整備促進 

○道路インフラの整備等 

・南部・東部地域においては、主要な交通手段が自動車ですが、依然として災害に脆弱な道路が多

数存在し、頻繁に通行規制を実施せざるを得ない状況にあります。 

・道路整備については、「奈良県道路整備基本計画(令和６年１０月改定）」に基づき、南部・東部地

域を含む骨格幹線道路ネットワークの形成、奈良県経済の進展に対応した目的志向の道路整備

及び安全・安心を支える道路整備を推進します。 

 

○国道、県道及び市町村道の整備 

・「奈良県道路整備基本計画」では、県土の骨格を形成すべき特に重要な路線網を「骨格幹線道路

ネットワーク」と位置づけ、重点的な整備を推進しています。 

・京奈和自動車道については、南北軸となる重要な幹線道路であり、早期全線開通に向け、用地取

得等に協力するとともに、整備促進を国に働きかけます。 

・紀伊半島アンカールートの一部を構成する国道１６８号（五條新宮道路）、国道１６９号（奈良中部

熊野道路）については、国と県で連携して、早期整備に取り組み、平常時・災害時を問わない安定

的な輸送を確保するとともに、経済の活性化や県民の暮らしの向上や地域資源を活かした観光振

興を図るため、ネットワークからのアクセス性向上、身近な生活道路の課題解決、適切な役割分担

による域内交通の充実等に取り組みます。 

・通学路等の安全確保については、全国各地における痛ましい事故の発生を受け、各市町村で策定

する「通学路交通安全プログラム」に基づき、関係機関が連携して、合同点検による危険箇所の把
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握、安全対策の実施や効果確認などＰＤＣＡサイクルにより取り組み、総合的な通学路等の安全対

策を進めます。 

・既存の道路施設については、高度経済成長期に整備されたものが多く、今後一斉に老朽化が進む

ため、効率的かつ効果的な維持管理を推進することが重要です。定期点検等により確認された修

繕が必要な施設は補修・補強を着実に行うとともに、最小のライフサイクルコストで必要なサービス

水準を確保できるよう予防保全を前提とした計画的な維持管理を進めます。また、「奈良モデル」

の一環として、市町村が管理する道路施設のうち、橋梁、トンネルの点検や修繕計画策定の業務な

らびに修繕計画に基づく補修工事について、「垂直補完」により、継続的に支援します。 

・県管理道路を計画的に維持管理し、安全で快適な道路空間を提供することを目的に、令和６年度

から１０年度までの５年間、「ならの道リフレッシュプロジェクト」を実施します。この間、大型車交通

量や自動車交通量の多い道路を中心に、損傷状況を踏まえて、舗装修繕・区画線補修・防草対策

を集中的に進めます。加えて南部・東部地域における県が管理する道路において、放置された民有

林からの枝落ちや倒木により、利用者の安全・安心な通行が脅かされる場合には、「支障木伐採負

担制度」を活用し、市町村と連携して対策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域交通確保対策 

・南部・東部地域においては、地域住民、特に高齢者等の日常生活に必要な移動手段の確保が重

要であり、幹線系統バス路線や地域内フィーダー系統バス路線の維持・確保・改善に取り組んでき

たところです。今後も引き続き、国庫補助制度の活用を図るとともに、県の補助制度や県と奈良交

通株式会社等との連携協定に基づき公共交通の維持・確保・改善に努めます。 

・地域住民の交通利便の確保・向上に取り組む市町村を支援するため、コミュニティバス・デマンド

型乗合タクシー・公共ライドシェア及びこれらの広域的な運用等の優良事例の紹介、計画策定や実

証運行、事業実施等に対する財政的支援や技術的アドバイス、過疎対策事業債を含めた財源措

置の活用についての情報提供を行うことにより、地域における持続可能な公共交通の維持・確保

が図られるよう努めます。 

 

③生産機能・生活環境の整備等が特に配慮の必要な集落の支援 

・過疎化･高齢化の進行による人口減少が続く南部・東部地域において災害時に道路の寸断による

伐採前 伐採後 

県道川津高野線（野迫川村北股）伐採状況 
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集落の孤立などの災害リスクが高い場所に住まわれている方も多く、このような集落では生活サー

ビスの持続的な提供が維持できなくなりつつあります。地域を構成する最も基礎的な日常生活圏

域である集落の現状や取り巻く環境、人々の動きなどを総合的に把握し、南部・東部地域で暮らし

続けていくための集落対策のあり方や、災害時に道路の寸断による集落の孤立などの災害リスク

が高い場所に住まわれている方に安全な空間の提供等の支援をしていきます。 

・広大なエリアに集落が点在する南部・東部地域の特性を踏まえ、物資輸送など幅広い分野へのド

ローンの活用など新しい技術による支援の検討を進めます。また、県北西部に比べ、地理的な関係

で様々な生活サービス（買い物、医療、介護、行政手続きなど）を受けることが困難な地域もあるこ

とから、こうした地域の住民の暮らしを維持するため、市町村と連携し検討を進めます。 

 

３．防災・減災対策の推進 

（１）防災・減災対策の推進 

①広域防災拠点の整備 

紀伊半島の防災力向上に向けて、南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生時に、県内はもとより

津波による甚大な被害が想定される沿岸部を有する近府県への支援にも対応するため、消防学校

を併せて一体整備する南部中核拠点を五條市に設けるなど、県の広域防災拠点の整備に取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②道路の防災・減災対策 

・道路の防災対策に関しては、切迫する南海トラフ巨大地震等の発生に備えて、道路ネットワークの

強靱化の取組を推進します。 

・災害発生時に、人員や物資、救助・救急、医療活動など緊急輸送にかかる交通輸送が確保され、

被災後も経済活動を機能不全に陥らせないために、紀伊半島アンカールートを構成する京奈和自

動車道、国道１６８号（五條新宮道路）、国道１６９号（奈良中部熊野道路）をはじめ、骨格幹線道

路ネットワーク等の整備を推進します。 

・道路法面や盛土の防災対策や緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化を進め、道路ネットワークの

機能確保を図ります。 

南部中核拠点整備基本計画による整備イメージ 
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③河川の防災・減災対策 

・河川の防災対策に関しても、紀の川水系は、全国でも有数の多雨地帯である大台ヶ原を源として

おり、洪水による浸水被害が発生している。そのため「紀の川（吉野川）水系河川整備計画」に基

づき、河川環境の保全等に十分配慮しながら、河川改修を進めます。 

・新宮川水系においては、紀伊半島大水害以降も頻発する豪雨や洪水によって、河道内に大量の土

砂が堆積しており、国、和歌山県及び三重県と連携して、熊野川の総合的な治水対策として、堆積

土砂の除去を進めます。 

・淀川水系では、河道の流下能力が不足している箇所があること等により、洪水による浸水被害が

度々発生しています。そのため、「淀川水系（奈良県域）河川整備計画」に基づき、河川環境の保全

等にも十分配慮しながら、河川改修を進めます。 

 

④土砂災害対策の推進 

・紀伊半島大水害等の近年の土砂災害の教訓をもとに策定した「奈良県土砂災害対策施設整備

計画」（令和６年１２月改定）に基づき、土砂災害特別警戒（レッド）区域内における代替性のない

避難所や緊急輸送道路等の保全対策のほか、老朽化対策等のハード対策や、安全な避難場所の

確保に向けた避難場所の移転や統合等を指導するなどのソフト対策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 169号高取バイバス 

黒滝村赤滝 黒滝川 3号砂防堰堤 



- 31 - 

 

４．魅力ある地域づくりの推進 

南部・東部地域の魅力の創出や発信、地域の魅力を活かした文化・芸術・スポーツ・食イベント等の

実施により、交流人口、関係人口、移住者を増やす取組を進めます。 

（１）魅力を知ってもらう 

①魅力の創出と情報発信の強化 

○魅力の創出 

・奈良県観光戦略本部会議を設置し、南部・東部エリア部会で観光に関する課題等に向けた取組

の方向性等について議論し、具体的かつ実践的な施策を検討します。 

・過去から受け継がれてきた魅力ある多くの文化財について、整備や修復、さらに活用を推進し、更

なる魅力向上の取組を進めます。 

・豊富な歴史・文化遺産や豊かな自然環境、地域に残る文化や伝統などの地域資源の魅力を体験

コンテンツとして整理し、旅行会社等と連携した情報発信を実施します。 

・京奈和自転車道の走行環境の改善等による自転車の利用促進、「吉野・高野・熊野の国」におけ

る事業推進など、地域の魅力ある資源を活かした着地整備や商品造成を支援します。 

・世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に代表される歴史・文化資源や、森林、水源、温泉など当地

域が有する自然環境を活かした旅行商品の造成を促進するとともに、体験型の観光コンテンツ等

の開発を促進します。 

・世界遺産登録を目指す「飛鳥・藤原の宮都」の価値を、分かりやすくストーリー性を持って発信する

ため、明日香村に加え、橿原市や桜井市と連携し、説明力の強化を進めます。 

・地域それぞれの観光資源を活用した取組や地域間での連携した取組に対して支援を行うことによ

り、「その地域でしかない」オンリーワンの魅力を創出し、地域間の交流を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○情報発信の強化 

・南部・東部地域の自然豊かな原風景や歴史ある文化や人の営みなどの魅力を伝える映像等をＳＮ

Ｓなどの様々な媒体で発信し、南部・東部地域の認知度向上を図るとともに、本県の観光スポットの

定番であった古代の史跡のみならず、歴史を幅広く捉え、大河ドラマの放映を契機に、中世・近世

の国史跡「高取城」や「宇陀松山城」、ゆかりのある「長谷寺」など、南部・東部地域の豊かな文化

 飛鳥宮跡 
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資源や地域の魅力などの発信を一層強化します。 

・関西圏等における南部・東部地域への関心層を広めるため、鉄道事業者と連携し旅行商品や周

遊企画の造成、鉄道駅などのデジタルサイネージやプロモーションイベント等による観光情報の発

信を強化します。 

・また、首都圏、東海道新幹線沿線地域、関西圏等における当地域への関心層を広め、宿泊客誘致

に繋げるため、交通事業者と連携した誘客プロモーションや、ＳＮＳを活用した観光情報の発信を強

化します。 

・個人旅行客の多くが利用するＯＴＡ（オンライン・トラベル・エージェント）と連携し、国内外に向けた

南部・東部地域の魅力発信と宿泊誘客プロモーションを強化します。 

 

（２）魅力を体験してもらう 

①滞在型・宿泊型観光の推進 

○アウトドア・スポーツツーリズムの推進 

・近畿最高峰の山々や美しい川など豊かな自然を抱える南部・東部地域は、トレッキングやハイキング、

サイクリング、ラフティングやキャニオニング等のアウトドアアクティビティなどのスポーツ資源が各地

にあり、「アウトドア」、「スポーツ」と「旅行」を組み合わせたアウトドア・スポーツツーリズムとの親和

性が非常に高いエリアです。トレッキングやサイクリングルートなどコンテンツの開発、磨き上げやイ

ンストラクターなどの人材育成、様々な媒体を活用したプロモーションを地域一体で実施し誘客を促

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特色ある食と宿泊施設等の整備推進 

・「なら食と農の魅力創造国際大学校（ＮＡＦＩＣ）」との連携のもと、南部・東部地域において、素晴ら

しい眺望の場所に地元食材を活かして「食」と「泊」を提供するオーベルジュ等のＰＲを促進するとと

もに、それらのネットワーク化を推進します。 

・農林業を体験できる農家民宿をはじめ、美味しい郷土料理など地域の魅力を楽しめる特色のある

宿泊施設の整備を支援します。 

・前述のとおり、アウトドア・スポーツツーリズムの適地であることに加え、温泉街を中心とする旅館集
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積地や古道などの観光資源も豊富であるため、紀伊半島アンカールートである国道１６８号（五條新

宮道路）や国道１６９号（奈良中部熊野道路）をはじめ、道路ネットワークの整備を進め、紀伊半島南

部からの新たな誘客の促進を図ります。 

・新たな宿泊施設の誘致活動、既存宿泊施設に対する支援メニュー等により、地域の魅力を向上させ

る宿泊施設の整備に取り組みます。 

 

②地域の魅力を活かした文化・スポーツ・食イベント等の実施 

・弘法大師が歩いたとされる吉野山金峯山寺から高野山金剛峯寺に至るまでの道を「弘法大師の道」

と名付け、「道」の周知・認知への取組を行ってきました。平成２６年度から実施しているトレイルランニ

ング大会「Ｋｏｂｏ Ｔｒａｉｌ」は、海外からも参加者がみられるなど定着したレースとなっています。 

・うだ・アニマルパークでは、東部地域の魅力を活かしたアニマルシェやほんのりあんどん等のイベント

を開催し、東部地域への誘客促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）移り住んでもらう 

①市町村等と連携した移住・定住支援 

・南部・東部地域１９市町村と協働で設置した「奥大和移住・定住連携協議会」において県と市町村

が連携し、地域の認知度を向上させるとともに、様々な移住・定住施策に取り組んでいくことで移住

を希望する人の選択肢を広げ、移住・定住を進めます。併せて、当協議会において、移住・定住施策

に携わる人材の育成にも取り組みます。 

・空き家等を活用し、移住促進施設を整備しようとする市町村を支援します。 

・奥大和移住定住交流センター「ｅｎｇａｗａ」（えんがわ）を拠点に、市町村の移住相談ワンストップ

窓口や東京・大阪のふるさと回帰支援センターに配置している相談窓口との連携を強化し、移住希

望者の問い合わせに対応します。 

 

 

 

 

ほんのりあんどん（うだ・アニマルパーク） Kobo Trail 
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②若者をターゲットとした移住施策の推進 

・多様な働き方や暮らし方を可能とする二地域居住や関係人口の増加を図るため、１０代から２０代

の若年層の興味関心を引き出す機会を設けるとともに、将来の担い手となる人材の育成・確保に

資する取組を進めます。 

・地域課題やまちづくりに関心を持つ都市部の大学生を対象に、南部・東部地域での仕事や暮らし

を通して、南部・東部地域内の事業者と交流する体験プログラムを実施し、関係人口の創出及び

中・長期的な人材確保を図ります。 

・雇用機会の不足に対応するため、異業種間や地域間の連携をさらに深めて地域の活性化やビジ

ネス創出の旗振り役（地域のリーダー）となる人材を育成するプログラムを継続的に実施し、若者

にとって魅力を感じる良質な雇用機会の創出を図ります。 

・特定地域づくり事業協同組合制度の活用促進などにより、地域で働きたい移住希望者と地域の

事業者とのマッチングを進めます。 

・地域おこし協力隊制度を活用して、地域活性化に意欲のある人材の移住を進めるとともに、地域

で活躍するために必要な研修や起業支援等を行うことにより、地域を支える人材の育成を図ります。 

 

５．デジタル社会の形成の推進 

（１）地域デジタル化の推進 

・国ではデジタルガバメントの取組を本格化させ、社会全体でデジタル化が加速する中、地域におけ

る取組の重要性も一層高まっています。 

・県では、「奈良デジタル戦略」に基づき、「行政」、「家庭」、「経済」の３つの分野での「デジタル化

によりできること」を実現するための取組を推進していきます。 

 

〇通信インフラの整備等 

・南部・東部地域では、これまで携帯電話等エリア整備事業等により通信インフラの整備を進めてき

たところですが、依然として都市部との格差が存在しています。引き続きこれらの是正に努めるとと

もに、今後の高度情報化の進展も視野に入れ、生活や産業の質的向上を実現するための情報通

信機能の強化、地域情報の発信及び行政手続きのオンライン化を図っていきます。また、県防災行

政通信ネットワークシステムを有効に活用できるよう努めます。 

奥大和移住定住交流センター「ｅｎｇａｗａ」 
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〇電気通信施設の有効活用 

過疎地域におけるデジタルインフラの整備とその利活用は、地理的制約を克服し、日常生活のみ

ならず、地域産業や教育、医療などの分野に変革をもたらす手段として注目されています。本県に

おいては、県等が出資する第３セクターにより、高速大容量通信が可能な山間地域１７市町村のＣ

ＡＴＶ網の整備が平成２２年度に完了し、インターネット環境の改善、地上デジタル放送への円滑な

移行が実現しました。今後は、山間地域の安全・安心の確保、交流及び地域振興等に有効に活用

できるよう市町村及び第３セクターとともに活用方策についての検討を進めます。 

 

○情報通信ネットワークの有効活用 

・情報通信技術の進展により、行政サービスや住民の暮らしを取り巻く環境は大きく 変化していま

す。特に南部・東部地域では、都市部との格差是正に向け、情報化が果たす役割への期待が一層

高まっています。 

・行政分野においては、国・県・市町村を接続している｢総合行政ネットワーク｣と県内全市町村を接

続する｢奈良県防災行政通信ネットワークシステム｣が稼働しています。また県独自に、県・市町村

等を接続する全県的な高速情報通信基盤である「大和路情報ハイウェイ」を平成１６年度から運

用を開始し、平成２８年度に南部・東部地域において異経路によるバックアップ回線を整備し、災

害時においても情報通信が途絶しない信頼性の高い情報ネットワーク基盤の構築を行っており、

今後も適切な更新を行います。 

・民間向けのサービスとしては、都市型ケーブルテレビ網の活用により、概ね全県でブロードバンド

環境の整備が完了していることから、今後、行政・医療・福祉・防災・教育等さまざまな分野におい

て住民サービスの向上を図るとともに、企業誘致や起業の促進に繋げていきます。 

 

６．力強い市町村づくり 

（１）市町村と連携したまちづくりの推進 

・人口の急激な減少と高齢化が進む中、高齢者をはじめ住民が安心・健康・快適に暮らせる生活環

境を整えることは、地域の持続的な発展にとって重要です。また、地域の特性を生かした賑わいの

通信インフラの整備 
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ある「住みよいまち」をつくるには、中心拠点への機能集約や未利用地の活用などによる拠点の再

整備が不可欠です。 

・県では、県管理施設の改修や県有地の活用と市町村のまちづくりを一体的に検討し、効率的で効

果の高いまちづくりを推進しています。その一環として、市町村との連携協定を締結し、南部・東部

地域１９市町村のうち１５市町村と包括協定を結んでいます（Ｒ８.３.３１現在）。 

・さらに、都市計画区域に含まれる８市町村では、市町村長のリーダーシップの下、無秩序な市街化

を防ぎつつ農林漁業や景観との調和を図り、地域の将来像に沿った土地利用や必要な施設の立

地が可能となる土地利用制度の見直しを行いました。 

・今後は、未締結の市町村との協議や、締結済みの市町村での具体事業の検討を進め、市町村が

持続可能なまちづくりを主体的に進められるよう県として支援します。 

・また、南部・東部地域と同様の地理的条件等を有する天理市及び桜井市の山間地域については、

県と市による勉強会の場を設け、地域の課題解決に向けた両市の取組を支援します。 

 

（２）「奈良モデル」の推進 

・簡易水道やそれより小規模な施設による飲料水や生活用水については、地域に即した供給体制の

検討や、技術的、経営的改善支援をモデル的に行ってきました。また、令和６年度から開始された簡

易水道事業への地方公営企業法の適用に係る固定資産台帳の整備及び公営企業会計システム

の構築等にあたっては、各事業者が個々に発注するのではなく、県が一括で発注するなど、財政

面・事務面での各事業体の負担軽減を図ってきました。今後も持続可能な簡易水道事業の実現に

向けた検討を進め、南部・東部地域での安心な水の供給の持続を目指します。 

・し尿処理及び生活排水等の処理については、健やかで快適な生活環境を確保し、自然環境を保

全するためにも不可欠であるが、南部・東部地域では他の地域に比べ、その整備が遅れているた

め、地域の実情に応じた計画的な汚水処理を推進します。 

・ごみ処理施設は生活環境の保全のために欠かすことができない社会基盤です。このため、市町村

行財政運営の効率化及び安定的なごみ処理の継続を目的に、市町村が連携して実施するごみ処

理施設の広域化整備を引き続き支援していきます。 

・人口減少・少子高齢化が進む中、地域の活力の維持・向上や、持続可能で効率的な行財政運営

を目指して、今後も県と市町村や市町村間の連携・協働を様々な分野で進めていきます。 

 

（３）市町村行政経営向上への取組支援等 

①市町村行政経営向上への取組支援 

・南部・東部地域では人口減少や産業の低迷により自主財源に乏しい市町村が多くなっています。

県では以下の取組を通じ、市町村の財政健全化に向けた取組を支援していきます。 

   ・市町村振興資金の貸付 

   ・市町村税の徴収強化に向けた支援 

   ・ふるさと納税寄附受入額増加に向けた支援 
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・改善を要する財政状況にある市町村に対し「重症警報」を発令し、市町村の財政健全化に資する

取組に対して県から助言を行うなどの支援を行います。 

 

②市町村職員の人材の確保・育成 

・南部・東部地域における市町村職員の不足により、行政サービスに影響が生じるものと予測されま

す。そこで、人材確保や育成についても取り組みます。 

 

７．脱炭素社会の実現 

２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロに向けて、「自然エネルギー」や「森林資源」を最大限活用

しながら、エネルギーを「つくる」、「ためる」、「かしこくつかう」の取組が効果的かつ効率的に図られ

た、持続可能な脱炭素社会の構築を目指します。 

 

（１）脱炭素社会の実現 

➀エネルギーを｢つくる｣ 

２０５０年の脱炭素社会の構築を目指すためには、再生可能エネルギー（以下、「再エネ」という。）

を活用し、エネルギーを「つくる」ことが必要であることから、地域資源を活用した再エネの導入を

推進します。  

南部・東部地域は、地勢的要件と系統制約上の理由から、大規模な水力発電及び風力発電を

導入するには限界があります。このため、主に太陽光や小水力等を軸とした再エネのさらなる利活

用（地産地消）が重要です。特に小水力発電の導入ポテンシャルが高い地域において、その導入

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○再エネの活用 

 太陽光発電については、設置が容易である家庭での導入を促進し、事業所においても導入を促

進します。 

 ペロブスカイト等の次世代型太陽電池は、これまで太陽光発電が設置困難であった屋根や壁面

への設置が可能になると期待されており、さらなる再エネの導入拡大に向けて、公共施設における

小水力発電（山添村） 
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率先導入を検討します。 

  また、南部・東部地域における豊富な水資源を活かし、水素製造・貯蔵等を視野に、小水力を活

用した電力の地産地消と非常用電源の確保を可能とするモデル地域を創出します。 

  加えて、森林を活用した循環型社会システムの構築のため、発電や熱利用等、木質バイオマス

エネルギーの利活用の拡大を図ります。 

再エネの活用にあたっては、環境保全との両立が重要です。 

 県では、県民が安全に安心して暮らせる地域社会の実現に資するため、「奈良県太陽光発電

施設の設置及び維持管理等に関する条例」を令和５年１０月１日に施行しました。南部・東部地域

において、国、県、市町村の関係法令等及び本条例を遵守し、地域環境と調和等に配慮しながら

太陽光発電の導入を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②エネルギーを｢ためる｣ 

再エネの導入拡大や電力の安定供給に向けては、エネルギーを「ためる」ことが必要であること

から、余剰となる再エネの有効活用や出力変動の調整力の確保のため、蓄電池や水素等の活用を

推進します。 

  蓄電池や水素等の活用にあたっては、大規模停電が発生した場合を想定し、地域の災害拠点施

設、避難所、家庭や事業所等におけるレジリエンス向上（緊急時のエネルギー対策）を図ります。 

 

○蓄電池・水素等の活用によるレジリエンス向上 

  避難所や災害拠点施設での非常用電源整備等の支援を行うなど、避難生活や災害時の活動に

必要なエネルギーの確保を図ります。 

  また、再エネの導入拡大や電力の安定供給に向けて、余剰となる再エネの有効活用を図るため、

家庭や事業所への蓄電池等の導入を促進します。 

  加えて、家庭や事業所での自立分散型エネルギー（太陽光発電、蓄電池、エネファーム、太陽熱利

用システム、ＺＥＨ等）の導入を支援することにより、緊急時にも利用可能なエネルギーの確保を図り

ます。 

南部・東部地域における豊富な水資源を活かし、水素製造・貯蔵等を視野に、小水力を活用した

電力の地産地消と非常用電源の確保を可能とするモデル地域を創出します。 

薪ボイラー（天川村） 
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③エネルギーを｢かしこくつかう｣ 

 今後、ＥＶ導入、ＡＩの活用、データセンターの整備などにより県内の電力需要が高まることが予想さ

れており、２０５０年の脱炭素社会の構築に向けて、エネルギーを「かしこくつかう」必要があることか

ら、さらなる省エネ（節電）を推進します。 

 

○家庭・業務分野における省エネ・節電等の推進 

  省エネ・節電の実践を促進するため、エネルギーをかしこく使うライフスタイルの推進として、「奈良

の省エネスタイル」の取組を推進します。また、奈良県地球温暖化防止活動推進センター等による普

及啓発活動を通じて、家庭での意識の醸成とともに、事業所等に対しては、二酸化炭素削減に関す

る専門家の派遣等の技術的支援を実施します。 

  家庭においては、ＺＥＨや太陽熱を利用したシステム導入への支援により、省エネを促進するととも

に、緊急時にも電力を自給自足できる住宅の促進を図ります。 

  事業所に対しては、太陽熱を利用したシステムや省エネ設備等への導入支援により、エネルギー

の有効活用を図ります。あわせて県内の事業所等におけるＺＥＢ化を推進するため、県有施設で率先

導入したＺＥＢ化のノウハウを情報提供することにより、県内市町村や事業者への横展開を図ります。 

 

○交通分野における脱炭素化 

 ＥＶの普及にあたっては、ＥＶ充電環境を整備する必要があることから、観光地や宿泊施設など、一

定時間以上停車する場所での充電設備の導入を促進します。さらに充電設備について、主要県道

で４０km以上の空白区間がないよう、充電インフラの維持を図ります。 

 

○産業分野における省エネ促進・再エネ等の活用 

  県内工業団地において、立地企業が所有する設備の省エネ化、燃料転換や電化、天然ガスの高

度利用等及び再エネ導入を図るため、立地企業と連携しながら県内工業団地の脱炭素化を促進し

ます。 

  また、国等の支援策を活用し、県内に立地する企業や発電事業者等と連携しながら、再エネ電源

を設置し、県内立地企業に供給するプロジェクトの組成を検討・促進します。 

さらに、県内中小企業の脱炭素化を含むＳＤＧｓに関連する取組の「見える化」を図り、取引や雇

用面での企業価値の向上を後押しすることを目的として、「奈良県ＳＤＧｓ企業認証制度」を推進し

ます。 

 

④普及啓発 

  本県では家庭・業務部門における二酸化炭素排出の割合が高く、個人の消費志向や行動意識に

大きく依存しており、県民の行動意識を変えることが重要であることから、食品ロス対策や過剰包装

対策など行動変容を促す取組を進めます。また、普及啓発イベント等を通して環境問題について自

ら考え行動に移すことのできる人材を育成します。 
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産業部門においては、県内中小企業の取組が重要となります。そのためには、中小企業等の身近

な相談先である地方銀行や地域金融機関（信用金庫・信用組合）と連携して、補助金等の情報提

供などの技術的支援を実施します。 

  国内外を問わず、気候変動等の対策に取り組んでいない観光地や観光事業者は選択肢から外

されていく可能性があることから、本県においても、選ばれる観光地を目指して、観光分野のゼロカ

ーボンの取組やサステナブルな観光地づくりを目指します。 

 

○行動変容促進 

  「ものを大切にする」意識をさらに醸成しながら、廃棄物対策の取組を通して、天然資源の消費が

抑制され、環境への負荷が低減される循環型社会の構築を目指します。 

 また、ごみを減らすことは、地域の生活環境だけでなく、景観や地球温暖化対策、生物多様性の保

全など様々な環境課題に貢献できるものであり、県民一人ひとりが日々の暮らしの中で、資源やエ

ネルギーを大切にする「環境に配慮したライフスタイル」の促進を図ります。  

 

○脱炭素に資する融資制度の普及促進 

  中小企業等が太陽光発電や省エネルギー設備の導入などで必要となる資金の調達にあたり、県

では地域金融機関と連携してその調達の負担を軽減する制度（制度融資）を実施しています。 

  併せて、脱炭素に関する啓発活動、省エネ診断等の支援メニューや補助金等の情報提供などを

行います。 

 

○ゼロカーボン・ツーリズムの創出 

  県内外から人が集まるイベントでの再エネ電力の活用や奈良県内の J-クレジットを活用したカー

ボン・オフセットは、本県の脱炭素の取組のＰＲにも繋がるため、イベント等開催時の脱炭素の推進に

向けた検討を行います。 

 

○人づくり・地域づくりの推進 

 ２０５０年の脱炭素社会の構築を目指し、脱炭素施策を推進する母体として、団体、企業、国、市町

村等で構成する奈良県脱炭素・水素社会推進協議会を令和７年７月に設立し、エネルギーを「つく

る」「ためる」「かしこくつかう」、ＣＯ₂を「ためる」取組の普及・定着を図ります。 

  県民一人ひとりが日常生活や経済活動の場で環境保全に対して意識し行動できるよう、家庭や

学校、職場等の様々な場面で活用できるプログラム等を開発するとともに、自主的な環境保全活動

を推進するリーダーの育成、各種イベント等を通した普及啓発などに取り組みます。 

  また、環境保全の取組を推進するため、身近な生活環境から地球環境に至るまで、環境問題に対

する県民意識の醸成を図るとともに、未来を担う子どもたちへの環境教育の場として環境啓発イベ

ントを実施します。 

  地域の脱炭素化の中核を担う市町村の脱炭素化を進めるため、地方公共団体実行計画未策定
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の自治体に対して、計画策定の支援を行います。 

 

○脱炭素に関する技術・調査研究等の推進 

  公設試験研究機関の各分野における共同研究等により、脱炭素に関わる調査研究機能や技術

開発体制の強化を図るとともに、相互の連携を推進します。また、国、地方公共団体、大学、民間の研

究機関等との連携を図り、情報交換・共同研究を推進します。 

 

⑤ＣＯ₂を｢ためる｣ 

  脱炭素社会の構築に向けては、「温室効果ガスの排出削減」とともに「二酸化炭素吸収源の整

備」・「県産材の需要拡大」を通じた ＣＯ₂を「ためる」取組を促進します。 

 

○健全な森林の整備 

  森林面積が県土面積の約８割を占める本県の特性を

活かし、「奈良県森林環境の維持向上により森林と人と

の恒久的な共生を図る条例」及び「奈良県県産材の安

定供給及び利用の促進に関する条例」、「奈良県森林環

境の維持向上及び県産材の利用促進に関する指針」に

基づき、二酸化炭素の吸収源となる森林の適切な整備・

保全に取り組むことにより、地域産業の活性化を図り、持

続可能な地域づくりを促進します。 

 

○県産材の需要拡大 

重点的な取組としては、住宅や公共建築物、商業施設、木製品、エネルギーなど多様な分野での

活用を進めます。特に、令和６年１２月に改正した「奈良県の建築物における県産材利用促進方針」

に基づき、公共建築物への県産材利用の促進に県が率先して取り組むことにより、民間建築物への

利用拡大に繋げていきます。 


